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議  事  日  程 

 

開  議  

日程第１ 議席の指定 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

日程第３ 会期の決定  

日程第４ 議第１３号 置賜広域行政事務組合米沢クリーンセンター解体工事請負契

約の締結について 

日程第５ 議第１４号 置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター焼却施設維持

補修工事請負契約の締結について 

日程第６ 議第１５号 組合有財産（救助工作車）の取得について 

日程第７ 議第１６号 置賜広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について 

日程第８ 議第１７号 置賜広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部

改正について 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

  午後４時０５分 開会・開議 

 

○安部春美議長 本日の会議に欠席通告の議員は、ございません。 

よって、ただいまの出席議員は２４名であります。 

去る８月８日招集告示されました令和７年８月置賜広域行政事務組合議会臨時会はこ

こに成立いたしました。 

ただいまから、令和７年８月置賜広域行政事務組合議会臨時会を開会いたします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

このたび、飯豊町議会選出議員の交代選任がありましたので、この際、議事の進行上、

仮議席を指定いたします。 

このたび、交代選任された方の仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

本日の会議は、お手元に配付の議事日程により進めます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第１ 議席の指定 

 

○安部春美議長 日程第１、議席の指定についてでありますが、飯豊町議会選出議員の交

代選任による議席の指定であります。会議規則第４条第２項の規定により指定いたしま

す。 

１９番 屋嶋 雅一 議員 

２０番 松山 和好 議員 

以上であります。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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日程第２ 会議録署名議員の指名 

 

○安部春美議長 日程第２、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規則第 

８８条の規定により指名いたします。 

２番 相田 克平 議員 

１４番 神村 建二 議員 

２３番 遠藤 和彦 議員 

以上３名の方にお願いいたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第３ 会期の決定 

 

○安部春美議長 次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期を本日１日間と定めたいと存じますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第４ 議第１３号置賜広域行政事務組合米沢クリーンセンター解体工事請負 

契約の締結について外２件 

 

○安部春美議長 次に、日程第４、議第１３号置賜広域行政事務組合米沢クリーンセンタ

ー解体工事請負契約の締結についてから日程第６、議第１５号組合有財産（救助工作車）

の取得についてまでの議案３件は、議事の都合により一括議題といたします。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。近藤理事長。 

〔近藤洋介理事長 登壇〕 

○近藤洋介理事長 ただいま上程になりました議第１３号から議第１５号までの議案３件

について、一括して説明いたします。 

はじめに、議第１３号置賜広域行政事務組合米沢クリーンセンター解体工事請負契約

の締結について説明いたします。 

本案は、本組合米沢クリーンセンター解体工事について、請負契約を締結するため、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定により提案するものであります。 

次に、議第１４号置賜広域行政事務組合千代田クリーンセンター焼却施設維持補修工

事請負契約の締結について説明いたします。 

本案は、焼却施設の設備機器の損耗箇所の整備等を行い、性能維持を図るため、本組

合千代田クリーンセンター焼却施設維持補修工事の請負契約を締結することから、地方
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自治法第９６条第１項第５号の規定により提案するものであります。 

次に、議第１５号組合有財産（救助工作車）の取得について説明いたします。 

本案は、消防１０か年整備計画に基づき、消防機能の強化を図るため、救助工作車 

１台を取得することから、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により提案するもの

であります。 

以上、提案いたしました各議案について、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう

お願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○安部春美議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、通告がございませんので、討論を終結し、採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議第１３号から議第１５号までの議案３件を原案のとおり決するに御異議ございませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第１３号から議第１５号までの議案３件は原案のとおり決まりました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第７ 議第１６号置賜広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する 

条例の一部改正について外１件 

 

○安部春美議長 日程第７、議第１６号置賜広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部改正について及び日程第８、議第１７号置賜広域行政事務組合職員の

育児休業等に関する条例の一部改正についての議案２件は、議事の都合により一括議題

といたします。 

  この際、理事長から提案理由の説明を求めます。近藤理事長。 

〔近藤洋介理事長 登壇〕 

○近藤洋介理事長 ただいま上程になりました、議第１６号及び議第１７号について、一

括して説明いたします。 

  はじめに、議第１６号置賜広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部改正について説明いたします。 

  本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及

び次世代育成支援対策推進法の一部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するもので

あります。 

  次に、議第１７号置賜広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて説明いたします。 

  本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、仕事と生活の両立

支援の拡大を図ることから、所要の改正を行うため提案するものであります。 



- 5 - 

 

  以上、提案いたしました各議案について、よろしく御審議の上、御賛同賜りますよう

お願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○安部春美議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、通告がございませんので、討論を終結し、採決いたしま

す。 

  お諮りいたします。 

  議第１６号及び議第１７号の議案２件を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安部春美議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第１６号及び議第１７号は原案のとおり決まりました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

  閉    会 

 

○安部春美議長 以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件は全て議了いたしま

した。 

  これをもちまして、令和７年８月置賜広域行政事務組合議会臨時会を閉会いたします。 

  おつかれさまでした。 

 

午後４時１４分 閉  会 
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